
審議会等の名称

開 催 場 所

議題又は協議事項

公開・非公開の別

非 公 開 の 理 由

定 員 ５ 人

定員を超えた
場 合 の 処 置

受 付 時 間

　19時00分から21時00分まで（予定）

問 合 せ 先
西脇市都市経営部まちづくり課

　連絡先：　0795-22-3111（内線522）

　西脇市生涯学習まちづくりセンター　３階ホール

１）西脇市自治基本条例に基づく取組の検証について

２）西脇市地区まちづくり実践補助事業及び西脇市市民
　提案型まちづくり事業の審査等について

３）参画と協働に関する意見交換

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

傍 聴 に つ い て

先着順

　　18時30分から19時00分まで

特記事項

会場内での次の行為を禁止します。また、これに抵触する方の退
席を命じる場合があります。
１　撮影及び録音に類する行為
２　会場内での私語及び騒じょう行為
３　飲食及び喫煙
４　示威的行為と解釈される行為
５　その他係員の指示に従わない行為

公開

西脇市審議会等の会議の開催に関する情報

西脇市まちづくり推進審議会

開 催 日 時
　令和２年８月27日（木曜日）


